
氷見市農作業標準料金一覧表 
 

令和８年４月６日～令和１１年３月３１日 
                   

氷 見 市 農 業 委 員 会 
                （令和８年４月 6 日の総会で決定） 

区分 単位 標準料金 

農作業標準料金 １日８時間 ９，８００円 

オペレーター賃金 １日８時間 １３，４００円 

トラクター １０アール １９，５００円 

トラクター（耕起のみ） １０アール ９，７５０円 

トラクター（代かきのみ） １０アール ９，７５０円 

田植機 １０アール １２，９００円 

田植機（側条施肥） １０アール １２，９００円 

コンバイン（３０アール区画以上） １０アール ２９，７００円 

コンバイン（３０アール区画未満） １０アール ３１，２００円 

耕耘機（耕起～代かき） １０アール ２８，５００円 

耕耘機（耕起のみ） １０アール １４，２５０円 

耕耘機（代かきのみ） １０アール １４，２５０円 

① 未整備田や１０アール未満及び土地条件等の状況による割増料金の目安は、

概ね 10%～30%程度とする。 
但し、コンバインの場合、１０アール当たり 3 時間を超過する作業につい

ては概ね 50%の割増とする。 
② 乾燥・調製（籾の運搬を含まない）については、製品 60 ㎏当たり 2,430 円

とし、籾の運搬については、製品 60 ㎏当たり 450 円とする。 
 
注 令和８年産分の農作業標準料金から適用する。 
注 標準料金は消費税抜きで表示する。 


